
【申請～利用開始までの手順】

【申請書】

【登録シート】

様式は窓口で配布または
市HPよりダウンロードできます

１.申請書・登録シートへ必要事項を記入の上、介護・障害福祉課窓口へ提出する
①利用申請

【申請書】

＊登録には、発見時に連絡が取れ、迎えに行ける家族等の
電話番号及びメールアドレスが必要となります。（原則３名分）

１



１.申請から１～２週間後に「どこシル伝言板システムアドレス（info@qr-d.jp）」から登録確認メールが届く

２.メール本文中のURLへアクセスし、メールアドレスの登録を完了する

３. 登録完了後に「どこシル伝言板システムアドレス（info@qr-d.jp）」からログインIDとパスワードが届く

４.どこシル伝言板(https://qr-d.jp/)へアクセスし、IDとパスワードを入力してログインする

５.登録内容が市へ提出した登録シートの内容と合っているか確認する

②利用登録（メールアドレスの確認 １/２）

１.迷惑メール対策設定を確認し、どこシル伝言板システムメールアドレス（info@qr-d.jp）からの

メールが受信できるよう設定（キャリア別の設定方法については市HPへも掲載しています）

２.上記１で解決しない場合

お手数ですが介護・障害福祉課までご連絡ください（022-368-1498）

＊登録確認メールが届かない場合＊
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メールアドレスの登録が完了しないと
シールが読み取られてもメールを受け取れません。

URLにアクセス

【登録確認メール】

ログインID・パスワード

どこシル伝言板HP

【どこシル伝言板】

ログイン後
登録内容を確認

②利用登録（メールアドレスの確認 ２/２）
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○○＠***.com
●●●●●

登録用のURLが表示されます



１.市から決定通知とあんしんシールが届く ＊内容：耐洗ラベル２０枚 蓄光ラベル１０枚

２.本人の衣服や持ち物等へ「あんしんシール」を貼り付ける

③利用開始（シールの貼付け）

【あんしんシール】 【シールの貼付け例】

貼付けのポイント

①発見者がQRコードを読み取る際に
本人が警戒しない場所へ貼り付ける

②発見者に見えやすい場所へ貼り付ける

③いつも持ち歩いているものへ貼付ける

＊詳細はシールに付属している説明書をご確認ください。 ４

耐洗ラベルはアイロンを
使用して取り付けます



１.シールが読み取られると「読み取り通知メール」が届く

２.発見者が居場所や本人の状態を入力・送信すると「発見通知メール」が届く

３.伝言板へアクセスし、内容を確認・発見者と連絡を取り合う

③利用開始（シール読み取り時の流れ １/２）

【読み取り通知メール】 【発見通知メール】

URLから伝言板へアクセス

シールが読み取られると画面が黄色で表示されます

【どこシル伝言板】

５

シールを読み取り

家族へ連絡

（AA0000）
（AA0000）

（AA0000）

（AA0000）



４.本人を迎えに行く

５.お迎え終了後、伝言板の「解決済」へチェックを入れて投稿する

③利用開始（シール読み取り時の流れ ２/２）

【どこシル伝言板】

【発見通知メール】

「□ 解決済」に☑を入れて投稿 解決済になると画面は青色で表示されます

＊ご自宅等で操作確認のためにQRコードの読み取りを行う場合は、伝言板に「テスト」と入力してください。
６

おばあちゃんが見つかった！

（AA0000）



④その他（登録内容の修正等について）

１.どこシル伝言板(https://qr-d.jp/)へアクセスし、IDとパスワードを入力してログインする

２.「保護対象者情報」から登録情報を修正する

・個人情報保護のため、氏名や住所、連絡先等は入力しないでください。

・メールアドレスの追加や変更は市への申請が必要です。

〇申請時の連絡先（メールアドレス含む）を変更または追加したい時・利用を中止したい時

申請書の提出が必要となります。下記担当窓口までご提出ください。

（様式は市のホームページからダウンロードしていただけます。）

〇問い合わせ先

多賀城市保健福祉部介護・障害福祉課介護支援係

電話：０２２－３６８－１４９８ メール： kaigo@city.tagajo.miyagi.jp
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